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②

～みなさんの体育祭です、ふるってご参加を！～

日時
10月8日m、午前8時30分開会式

会場
堤調節池運動公園グラウンド

（湧水等で使用できない場合は、上里中学校となります。）

対象…18歳以上で町内在住在勤者
申込…９月15日fまでに、各区長及び健康・体力推進協議会役

員まで申し込みください。
※組み合わせ抽選は、事務局で行います。ご了承ください。

※参加希望の方は、体育祭当日、各種
目ごとに集合招集の放送が流れた
ら、入場門へ集合してください。

◆字別対抗種目

種目
募集人数

（各行政区ごと）

①ハンドドリブルリレー

②ソリ引きリレー

③対抗リレー

（男子2名･女子2名）

（男子4名･女子2名）

（男子5名･女子5名）④紅白玉入れ

◆一般参加種目

種目 対象

①竹取物語

②おいかけ玉入れ

③あけてびっくり封切り競走

小学生

小学生

一　般

幼児（4歳以上）

④みんなで踊りましょう
⑤民踊

⑥綱引き（小学生）

No.

競
　
技
　
種
　
目

参

加

対

象

者

1

竹
取
物
語

小
学
生
（
自
由
参
加
）

2

体
育
協
会
対
抗
リ
レ
ー

体
育
協
会

3

お
い
か
け
玉
入
れ

幼
児
（
自
由
参
加
）

4

地
球
ま
わ
し
リ
レ
ー

地
域
別
一
般

5

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
対
抗
リ
レ
ー

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
員

6

あ
け
て
ビ
ッ
ク
リ
封
切
り
競
走

来
賓
・
商
工
会
・
泉
の
会
・
一
般
（
自
由
参
加
）

8 7

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
・
親
子
で
ジ
ャ
ン
プ

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
・
親
子

910

み
ん
な
で
踊
り
ま
し
ょ
う

（
サ
ン
バ
カ
ー
ニ
バ
ル
）

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
協
会
・

一
般
（
自
由
参
加
）

ラ
ッ
シ
ュ
ア
ワ
ー

Ｐ
Ｔ
Ａ
会
員
等

11

ゴ
ル
フ
で
ボ
ー
リ
ン
グ

老
人
ク
ラ
ブ
・
高
齢
者

12

民
踊
（
上
里
音
頭
・
津
軽
の
花

・
埼
玉
県
民
音
頭
）

Ｓ
Ａ
Ｌ
Ａ
上
里
・
民
踊
連
盟
・
民
踊
愛
好
者
・

一
般
（
自
由
参
加
）

綱
引
き
（
小
学
生
）

小
学
生
（
自
由
参
加
）

地
域
別
一
般

綱
引
き
（
一
般
）

14 13

字
別
チ
ー
ム

16 1517

消
防
団
分
団
対
抗
リ
レ
ー

字
別
対
抗
玉
入
れ

字
別
対
抗
リ
レ
ー
（
決
勝
）

消
防
団

※
太
文
字
は
字
別
対
抗
種
目
、
丸
数
字
は
小
学
校
地
域
別
一
般
対
抗
種
目
で
す
。

字
別
チ
ー
ム

昼
食
・
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

ハ
ン
ド
ド
リ
ブ
ル
リ
レ
ー
（
男
２
・
女
２
）

ソ
リ
引
き
リ
レ
ー
（
男
２
・
女
２
）

対
　
抗
　
リ
　
レ
　
ー
（
男
４
・
女
２
）

ゆ
っ
く
り
走
ろ
う
交
通
安
全

（
交
通
安
全
母
の
会
・
交
通
指
導
員
）

第
38
回
上
里
町
民
体
育
祭
プ
ロ
グ
ラ
ム

字
別
対
抗
リ
レ
ー
（
予
選
）
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③

駐車許可証のある車のみ可

入口専用

出口専用（ただし、朝8時30分までは
　　　　　ここからも駐車場へ入れます。）

校庭内駐車禁止

①

②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

PP

P

P

P
PP

P

P

体育祭
会場

堤（北）

堀込

上里分署

中学校前中学校前中学校前

関越道

中央保育園

上里中学校商店

出入口出入口出入口

出入口

商店

保健センター

老人センター

中華料理店

駐車場　　　　　　　　　　　　　　　　　
①②③…堤調節池グラウンド横駐車場　④⑤⑥…保健センター内駐車場　　　　　
⑦…中央保育園内駐車場　⑧…老人センター内駐車場　⑨…上里中学校内駐車場　

［注意事項］
◆①②の駐車場については、事務局が発行する駐車券のある車のみ駐車できます。
◆健康増進のため、できるだけ徒歩か自転車でお越しください。また車でお越しの方は、なるべく乗り
合わせでお越しください。
◆路上駐車はしないでください。
◆上里中学校校庭は駐車禁止です。車で乗り入れないでください。

9月 10月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
17

24

18

25

19

26

20

27

21

28 29 30

22 23

8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6

14

7

賀小
地域

長小
地域

七小
地域

東小
地域

神小
地域

七小
地域

東小
地域

神小
地域

長小
地域

長小
地域

七小
地域

東小
地域

神小
地域

賀小
地域

賀小
地域

体育祭

町民体育祭練習用『上里中学校ナイター施設』開放日程について

【開放時間】午後７時30分～９時30分
※雨で中止の場合、区長さんを通じて連絡します。また はきちんと守ってください。

GGGGGGGGGG

◆体育祭全般の問合せ…生涯学習課スポーツ振興係［q35－1245（直通）］
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消費者啓発・トラブル情報$5

催眠商法は、会場に行ってしまうと、なかなか契約を断ることができません。営利を目的とする業者が
『無料』で配ってそれで終わりということはありえません。その裏には高額商品の勧誘が隠れていること
を肝に銘じておきましょう。
アポイントメントセールスについては、知らない人から電話がきたら、まず用件を聞き、必要なければ

『関心がありません』ときっぱり断ること、また、あいまいな返事はせず呼び出しには応じないことを心
がけてください。おいしい話や優しい言葉には気をつけましょう。また、キャッチセールスについては、
アンケートや無料体験のあとには契約の勧誘があると思ってください。

困ったときの相談窓口は…
◆上里町役場『消費生活相談窓口』［産業振興課農政商工係内　q35－1232内2533］

（毎週金曜日　午前９時30分～正午・午後１時～３時30分）
◆消費生活支援センター熊谷［q048－524－0999・FAX048-525-6316］

（土・日の相談窓口）
◆社団法人全国消費生活相談員協会［毎週土・日、午前10時～午後４時　q03－3448－1409］

◆催眠商法（ＳＦ商法）
『無料で○○差し上げます』『100円で○○を販売します』と街角でチラシを配りながら、声をかけ会場に

人を集めます。会場では、最初に日用品などを無料で配ったり、安い商品を販売し、おもしろおかしく雰囲
気を盛り上げ、いつの間にか高額な布団や健康器具（業者は本当はこれを売りたい！)などを買わせます。
一度会場に入ってしまうと、なかなか帰してもらえません。また、雰囲気にのまれ、何も買わずに帰るのは
とても難しいことを覚えておきましょう。
◆アポイントメントセールス
電話などで『景品が当たった』『旅行に安く行ける、会って話がしたい』などと営業所に呼び出し、高額

な商品やサービスを売りつけます。
また、異性が電話で接触しデートを重ね、親密になったところで宝石などを購入させる『デート商法』な

どもあります。
◆キャッチセールス
駅や繁華街の路上でアンケート調査などと言って近づき、喫茶店や営業所に連れて行き、長時間勧誘など
応じるまで解放しない雰囲気にして強引に商品やサービスを売りつけます。

工　事　名 落札金額 落札業者

※単位は円。金額については消費税込みの契
約金額です。

① 平成18年度　大御堂地内（町道7270号線）側溝布設工事 1,344,000 ㈱田島工業

② 平成18年度　勅使河原地内（町道3061号線）側溝布設工事 1,249,500 美山土建興業㈱

指名競争入札の結果
◆平成18年7月25日分
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5,000円

7,000円

10,000円

20,000円

30,000円

50,000円

上里町敬老長寿祝金支給について

対象・支給内容

支給日時・会場

９月15日現在で本町に１年以上在住し、次の各号に該当する方
対象年齢 支給額

年齢満77歳の方（昭和３年９月16日～昭和４年９月15日までに生まれた方）

年齢満80歳の方（大正14年９月16日～大正15年９月15日までに生まれた方）

年齢満85歳の方（大正９年９月16日～大正10年９月15日までに生まれた方）

年齢満88歳の方（大正６年９月16日～大正７年９月15日までに生まれた方）

年齢満99歳の方（明治39年９月16日～明治40年９月15日までに生まれた方）

年齢満100歳の方（明治38年９月16日～明治39年９月15日までに生まれた方）

　下記のとおり該当する方について長寿祝金を支給します。なお、該当者につきましては、長寿祝
金受給資格認定通知書を送付します。

日時…９月25日b、午前９時30分～11時30分（賀美・神保原地域の方）
　　　　　　　　　午後１時～３時30分（長幡・七本木・上里東地域の方）
会場…上里町役場・１階町民ホール

問合せ
福祉こども課社会福祉係
　［q35－1236内1211］

〜
現
況
届
の
提
出
と
は
別
に
手
続
き
が
必
要
で
す
〜

児
童
手
当
制
度
が
改
正
さ
れ
、

支
給
対
象
年
齢
が
小
学
校
修
了
前

（
12
歳
到
達
後
最
初
の
年
度
末
）

ま
で
に
拡
大
さ
れ
、
併
せ
て
所
得

制
限
（
表
参
照
）
が
引
き
上
げ
ら

れ
ま
し
た
。

新
た
に
、
手
当
を
受
け
よ
う
と

さ
れ
る
児
童
の
保
護
者
の
み
な
さ

ま
は
、
福
祉
こ
ど
も
課
こ
ど
も
青

少
年
係
で
手
続
き
が
必
要
と
な
り

ま
す
（
公
務
員
の
方
は
勤
務
先
で

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
）。

ま
た
、
改
正
に
伴
う
請
求
等
は
、

平
成
18
年
９
月
30
日
ま
で
に
受
け

付
け
た
も
の
に
限
り
、
特
例
的
に

４
月
１
日
（
ま
た
は
支
給
要
件
に

該
当
し
た
日
）
に
さ
か
の
ぼ
っ
て

支
給
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
９
月
30

日
は
土
曜
日
で
閉
庁
日
と
な
る
た

め
、
９
月
29
日
f
ま
で
に
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

◆
所
得
制
限
限
度
額
に
つ
い
て

今
回
の
制
度
改
正
に
伴
い
、
所

得
限
度
額
も
見
直
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
所
得
制
限
の
引
き
上
げ
に

よ
り
、
新
た
に
児
童
手
当
を
受
給

で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

該
当
す
る
保
護
者
の
方
は
、
忘
れ

ず
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
所
得
税
法
に
規
程
す
る
老
人
控

除
対
象
配
偶
者
ま
た
は
老
人
扶

養
親
族
が
あ
る
方
に
つ
い
て
の

限
度
額
は
、
上
記
の
額
に
当
該

老
人
控
除
対
象
配
偶
者
ま
た
は

老
人
扶
養
親
族
１
人
に
つ
き
６

万
円
を
加
算
し
た
額
に
な
り
ま

す
。

※
所
得
額
は
所
得
控
除
後
の
金
額

で
あ
り
、
収
入
額
と
は
異
な
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
所
得
に
は
、
一
定
の
控
除
が
あ

り
ま
す
。

◆
問
合
せ

福
祉
こ
ど
も
課
こ
ど
も
青
少
年

係
﹇
q
35
―
１
２
３
６
（
直
通
）﹈

所得制限限度額

5,320,000円
5,700,000円
6,080,000円
6,460,000円
6,840,000円
7,220,000円

扶養親族等
の数 国民年金等加入者 厚生年金等加入者

０人
１人
２人
３人
４人
５人

4,600,000円
4,980,000円
5,360,000円
5,740,000円
6,120,000円
6,500,000円

10月１日、平成18年事業所
・企業統計調査が全国一斉に
行われます。
この調査は、商店・工場・

営業所・銀行・学校・旅館・
学習塾・病院・寺院など、す
べての事業所が対象となる大
規模な統計調査です。
統計調査の結果は、国や都道府県、市区町村など

がこれからの行政を考える重要な基礎資料として活
用されます。
９月下旬から各事業所に『調査員証』を携行した

調査員がお伺いし、調査票をお届けいたしますので、
ご協力をお願いいたします。
◆問合せ
産業振興課農政商工係［q35－１２３２］



※収入がなくても、世帯主や被保険者に申告されていない方がいますと軽減の対象になりませんので、ご注意
ください。
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⑥

前月に引き続き、今月は国民健康保険税の課税について説明します。今回は特別
なケース等について掲載しました。国民健康保険税の税額は前月と今月の内容を含
めて決定されますので、８月号と併せて参考にしてください。
課税という同じ内容について、ページの関係で２回にわたりましたことをこの場

をもちましてお詫びします。

１．減額

世帯の前年中の合計所得が一定の範囲以内（『軽減判定式』を参照）であると均等割と平等割が減額される軽
減制度があります。

◆軽減判定式

※軽減の判定所得は、個人ごとに算出し合計した世帯の所得（擬制世帯主含む）が対象になります（表１・表
２参照）。

※平成17年１月１日において65歳に達していた方で公的年金収入には軽減を判定する際の所得算定に特例があ
ります。

●表１

●表２：公的年金等に係る雑所得の速見表（①×②－③＝公的年金等に係る雑所得の金額）

対象者
給与所得者

参照場所等
源泉徴収票の『給与所得控除後の金額』
雑所得（表２参照）

公的年金
所得者

確定申告

65歳未満

平成17年
１月１日現在で
65歳以上

雑所得（表２参照）－280,000円
雑所得（表２参照）－220,000円
雑所得（表２参照）－0円

平成18年度
平成19年度
平成20年度以降

Ａ
Ｂ
Ｂ（分離課税）

『所得金額』の合計額

年齢 ①前年中の公的年金等
　　　　収入金額の合計額 ②割合

100％
75％
85％
95％
100％
75％
85％
95％

③控除額

65歳未満

65歳以上

～1,299,999円まで

～3,299,999円まで

785,000円

785,000円

700,000円（公的年金等の収入金額の合計額を限度とします）

1,200,000円（公的年金等の収入金額の合計額を限度とします）

375,000円

375,000円

1,555,000円

1,555,000円

1,300,000円～4,099,999円

3,300,000円～4,099,999円
4,100,000円～7,699,999円

4,100,000円～7,699,999円
7,700,000円～

7,700,000円～
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２．月割課税

年度途中の加入・脱退については、４月～翌年３月までの12か月分が国民健康保険加入期間に応じ月割課税
されます。
※納税通知書や変更通知書等は届出のあった月の翌月に発送されます。

例①　８月15日より国民健康保険加入の場合

８月～翌年３月までの８か月分が課税

９月８月７月６月５月４月

３月２月１月12月11月10月

例②　12月25日より社会保険加入の場合
　　　（12月24日付けで国民健康保険を脱退）

４月～11月までの８か月分が課税

９月８月７月６月５月４月

３月２月１月12月11月10月

◆介護保険第２号保険者該当者（40歳～64歳11か月までの方）へ
介護保険第２号保険者該当者（40歳～64歳11か月までの方）につきましては、該当期間に応じ介護保険分が

月割課税されます。

例①　９月15日が40歳の誕生日の方

９月～翌年３月までの７か月分が課税となり、
新しい納付書が送付されます。

９月８月７月６月５月４月

３月２月１月12月11月10月

例②　11月20日が65歳の誕生日の方

４月～10月までの７か月分が当初より課税されておりま
す。なお、11月以降は、介護保険料の基準額を基に納め
ていただきます。

９月８月７月６月５月４月

３月２月１月12月11月10月

３．その他

収入が少なくて保険税を払うのが大変な場合など税務課収税係で納付の相談を随時行っています。また、火
災等にあわれた方などへの減免制度（場合により要審査）もありますので、一度来庁して相談してください。

●問合せ�税務課住民税係国民健康保険税担当［q35－1220内1131・1132・1133］

◆９月の開庁日
［夜間（午後９時まで）］
９月５日c・15日f・25日b

［休日（午前８時30分～正午）］
９月10日a�

※夜間は庁舎西入口（夜間入口）より
お入りください。
◆窓口・問合せ
税務課収税係［q35－1220内1121］

◆お知らせ◆
税の納付は便利、確実な
『口座振替』のご利用を！

住民税申告はお済みですか？
確定申告または年末調整が済んでいない方、家族から扶養

されていない方、住民税申告（所得の申告）はお済みですか。
保健・福祉・教育など行政サービスを受ける際には、所得

の申告が計算の基礎となります。国民健康保険税も所得を把
握して税額が決定されます。前段の条件に当てはまる方は、
たとえ収入がない場合でも、『収入なし』の住民税申告をす
る必要があります。
税務課では、申告がお済みでないと思われる方に、通知

（ハガキ）を郵送しています。お早めに住民税申告をしてく
ださいますようお願いします。
●持参するもの
①平成17年１月～12月に収入があった方はその所得がわか
る書類（源泉徴収票など）
②控除を受ける場合はその証明書類
③印鑑
●受付場所
上里町役場１階税務課⑩窓口
●問合せ
税務課住民税係［q35－1220内1132］

お詫びと訂正
８月号掲載の『国民健康保険税』記事の中で、一部誤りがありましたので訂正してお詫び申し上げます。

（正）端数処理…医療分・介護分それぞれの税額を算出して、100円未満を切り捨てて合計したものが年税額となります。
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
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⑧

電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
と
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
町
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
各
種
申
請
や
届
出
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
現
在
窓

口
で
行
っ
て
い
る
手
続
き
の
一
部
が
、
ご
家
庭
や
職
場
の
パ
ソ
コ
ン
を

使
っ
て
い
つ
で
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

◆
電
子
申
請
が
で
き
る

主
な
手
続
き

①
住
民
票
の
写
し
請
求

②
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
請
求

③
戸
籍
の
附
票
の
写
し
請
求

④
印
鑑
登
録
証
明
書
交
付
申
請

⑤
犬
の
新
規
登
録
・
狂
犬
病
予
防

注
射
済
票
交
付
申
請

な
ど
全
29
手
続
き

手
数
料
の
必
要
な
申
請
・
届
出

は
窓
口
、
ま
た
は
郵
送

に
よ
り
郵
便
小
為
替
で

納
付
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。
住
民
票
の
写
し
な

ど
の
よ
う
に
交
付
物
が

あ
る
場
合
も
、
窓
口
ま

た
は
郵
送
で
の
お
渡
し

と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

厳
格
な
本
人
確
認
を
要

す
る
手
続
き
に
つ
い
て

は
、
公
的
個
人
認
証
サ

ー
ビ
ス
の
電
子
証
明
書

が
記
載
さ
れ
た
住
民
基

本
台
帳
カ
ー
ド
と
、
そ

れ
を
読
み
取
る
た
め
の

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
・
リ
ー
ダ

ラ
イ
タ
が
必
要
で
す
。

※
公
的
個
人
認
証

サ
ー
ビ
ス
と
は
？

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た

電
子
申
請
等
を
行
う
際
、
他
人
に

よ
る
不
正
を
防
ぐ
た
め
の
電
子
証

明
書
を
発
行
す
る
サ
ー
ビ
ス
で

す
。

・
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

総
合
政
策
課
総
合
政
策
係

﹇
q
35
―
１
２
３
８
内
３
４
０
２
﹈

・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
、

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス

に
つ
い
て

町
民
環
境
課
町
民
係

﹇
q
35
―
１
２
２
４
内
１
３
２
１
﹈

◆
利
用
上
の
注
意

◆
問
合
せ

児
玉
郡
市
広
域
市
町
村
圏
組
合

公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の

指
定
手
続
等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
18
年
条
例
第
３
号
）
に
基
づ
き
、

児
玉
郡
市
広
域
市
町
村
圏
組
合
斎

場
の
指
定
管
理
者
を
募
集
し
ま

す
。

◆
指
定
期
間

平
成
19
年
４
月
１
日
〜
平
成
22

年
３
月
31
日
（
３
年
間
）

◆
募
集
要
項
等
の
配
布
期
間

平
成
18
年
９
月
４
日
b
〜
21
日

e※
募
集
要
項
等
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（http://w

w
w
16.ocn.ne.jp/

〜

k-kouiki/

）
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

◆
現
地
説
明
会

平
成
18
年
９
月
22
日
f

◆
申
請
受
付
期
間

平
成
18
年
10
月
10
日
c
〜
20
日

f

（
土
日
除
く
）、
午
前
９
時
〜

午
後
４
時
30
分

※
申
請
は
、
持
参
に
限
り
ま
す
。

申
請
書
等
の
書
類
確
認
を
行
う
た

め
、
申
請
に
際
し
て
は
事
前
に
電

話
の
う
え
、
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

◆
募
集
要
項
等
配
布
場
所
・
申

請
書
提
出
先
・
問
合
せ

児
玉
郡
市
広
域
市
町
村
圏
組
合

業
務
課
﹇
本
庄
市
児
玉
町
蛭
川
９

１
５
―
１
　
q
72
―
２
２
４
１
﹈

№267

申請免除、若年者納付猶予または学生納付
特例（以下『免除等』）について、被保険者
が委任による申請を行う場合、原則委任状が
必要となりますが、次に該当する方が申請す
る場合には、委任状がなくても委任者の記名、
当該委任者の印鑑を押印していただくことに
より、委任による免除等の申請ができるよう
になりました。

●当該被保険者の属する世帯主
●当該被保険者の配偶者
●免除等を申請しようとする被保険者の
同居の家族

しかし、受付窓口で代理人の本人確認と代
理人が申請者と同じ住所であることの確認を
するため、免許証・健康保険証等の提示をお
願いいたしますが、ご了承ください。

◆問合せ
熊谷社会保険事務局［q048－522－5211］

上里町役場健康保険課医療年金係
［q35－1222内1223］

電子申請システムの流れ
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⑨

◆
対
象
者

専
用
住
宅
（
建
売
住
宅
は
対
象
外
）
に
10
人
槽
以
下
の
合
併
処
理

浄
化
槽
を
設
置
す
る
方
で
、
平
成
18
年
４
月
１
日
以
降
に
着
工
し
、

平
成
19
年
３
月
31
日
ま
で
に
工
事
が
完
了
す
る
方

◆
対
象
地
域

町
内
で
下
水
道
事
業
計
画
認
可
区
域
お
よ
び
農
業
集
落
排
水
事
業

施
行
区
域
（
上
郷
・
久
保
地
区
）
を
除
い
た
地
域

◆
対
象
浄
化
槽

国
庫
補
助
指
針
に
適
合
、
ま
た
は
全
国
浄
化
槽
協
会
に
登
録
し
た

浄
化
槽
（
な
お
設
置
業
者
に
よ
る
機
能
保
障
登
録
が
必
要
）

◆
受
付
期
間

９
月
１
日
f
〜
29
日
f

※
予
定
基
数
に
限
り
（
30
基
）
が
あ
り
ま
す
の
で
、
申
請
者
が
多
数

の
場
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

【
主
な
変
更
点
】

●
設
置
費
補
助
金
額
の
変
更

補
助
金
限
度
額
が
、
１
基
あ
た
り
16
万
８
０
０
０
円
（
10
人
槽

以
下
）
に
変
更
と
な
り
ま
す
。

◆
転
換
促
進
費
補
助

既
設
の
単
独
処
理
浄
化
槽
ま
た
は
汲
み
取
り
方
式
か
ら
合
併
処
理

浄
化
槽
へ
転
換
さ
れ
る
場
合
に
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
補
助
金
額
は
、
１
基
あ
た
り
６
万
円
（
10
人
槽
以
下
）
で
す
。
な

お
、
前
記
の
設
置
費
補
助
金
額
に
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
が
、
建
物
の
新

築
や
建
て
替
え
の
場
合
は
、
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

◆
問
合
せ

下
水
道
課
下
水
道
係

﹇
q
35
―
１
２
２
８
内
２
３
１
１
・
２
３
１
２
﹈

面　積

至本庄→

②約285㎡
（約86.2坪） 53,500円／㎡

第二種中高層住居
専用地域

15,247,500円

①約241㎡
（約72.9坪） 70,800円／㎡

第二種中高層住居
専用地域17,062,800円

単　価 公売価格 用途地域

③約366㎡
（約110.7坪） 33,300円／㎡

第二種中高層住居
専用地域

第一種住居地域
12,187,800円

上里町役場

公売地②

銀行

久保新田集会所

公売地①

神保原駅

案 内 図

公売地③

神
保
原
駅
駅
南
土
地
区
画
整
理

事
業
地
区
内
の
保
留
地
を
公
開
抽

選
に
よ
り
公
売
し
ま
す
。

◆
申
込
資
格
及
び
条
件

①
契
約
行
為
が
で
き
る
方

②
自
己
の
住
宅
を
新
築
し
よ
う
と

す
る
方

※
申
込
は
１
世
帯
１
人
で
す
。
た

だ
し
共
同
で
申
し
込
む
場
合
を

除
き
ま
す
（
申
込
者
が
契
約

者
・
登
記
名
義
人
と
な
り
ま
す

の
で
、
共
有
希
望
の
方
は
共
同

で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。）。

◆
公
売
案
内
書
の
配
布

上
里
町
役
場
・
２
階
ま
ち
整
備

課
都
市
計
画
係
で
午
前
９
時
〜
午

後
５
時
ま
で
の
間
に
お
渡
し
し
ま

す
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）。

必
要
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
、
申
込
希
望
の
方
は
必
ず

お
読
み
く
だ
さ
い
。

◆
申
込
受
付

９
月
25
日
b
〜
10
月
４
日
d
ま

で
の
10
日
間
、
午
前
９
時
〜
午
後

４
時
ま
で
、
上
里
町
役
場
２
階
・

ま
ち
整
備
課
へ
必
要
書
類
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
（
土
日
受
付
可
、

郵
送
不
可)

。

◆
保
留
地
ロ
ー
ン
に
つ
い
て

町
と
協
定
を
結
ん
だ
金
融
機
関

の
融
資
を
利
用
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。
詳
し
く
は
各
金
融
機
関
に

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
合
せ

ま
ち
整
備
課
都
市
計
画
係
﹇
q

35
―
１
２
２
７
内
２
１
２
１
﹈
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⑩

★70歳以上で現役並の所得がある方が医者へかかる時の自己負担割合が３
割に引き上げられます。（９月30日までは２割）
所得に応じて自己負担の割合などが決まりますので、忘れずに所得の申告をしましょう。

同一世帯に課税所得が１４５万円以上の70歳以上の国保の被保険者または老人保健で医療を受ける方
（国保の被保険者に限る）がいる方にあたります。ただし、70歳以上の国保の被保険者および老人保健で
医療を受ける方（国保の被保険者に限る）の収入の合計が、２人以上の場合は５２０万円未満、１人の
場合は３８３万円未満であると申請した場合は、自己負担限度額は『一般』となります。

同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税である方にあたります。

同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差
し引いたときに０円となる方にあたります。

現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱのいずれにもあてはまらない方です。

★高額療養費（高額医療費）の自己負担限度額が変わります
同じ月内に医療機関に支払った自己負担額の合計が高額になった場合、申請をして認められると、自

己負担限度額を超えた分は高額療養費（高額医療費）として支給されます。今回の改正で、自己負担限
度額が次のとおり一部引き上げられます。

～国民健康保険加入者の方へ～
★出産費・葬祭費が変わります ◆問合せ

健康保険課医療年金係
［q35－1222内1221～1224・1230］

70
歳
以
上
の
方

70
歳
未
満
の
方

平成18年９月30日まで

※１　基礎控除後の総所得金額など670万円（平成18年10月からは600万円の予定）を超える世帯
※２　過去12か月間に、一つの世帯での支給が４回以上あった場合の４回目以降の限度額

外来
（個人単位）

外来＋入院
（世帯単位）

一般 12,000円

8,000円

40,200円

24,600円

15,000円

40,200円
現役並み
所得者

72,300円＋

医療費が361,500円を超えた場合
は、その超えた分の１％を加算
（４回目以降の場合は40,200円）

低所得Ⅱ
低所得Ⅰ

３回目まで ４回目以降（※２）

一般
72,300円＋
医療費が241,000円を超えた場合
は、その超えた分の１％を加算

35,400円

40,200円

77,700円

24,600円

上位
所得者
（※１）

139,800円＋
医療費が466,000円を超えた場合
は、その超えた分の１％を加算

住民税
非課税世帯

３回目まで ４回目以降（※２）

一般
80,100円＋
医療費が267,000円を超えた場合
は、その超えた分の１％を加算

35,400円

44,400円

83,400円

24,600円

上位
所得者
（※１）

150,000円＋
医療費が500,000円を超えた場合
は、その超えた分の１％を加算

住民税
非課税世帯

平成18年10月１日から

外来
（個人単位）

外来＋入院
（世帯単位）

一般 12,000円

8,000円

44,400円

24,600円

15,000円

44,400円
現役並み
所得者

80,100円＋

医療費が267,000円を超えた場合
は、その超えた分の１％を加算
（４回目以降の場合は44,400円）

低所得Ⅱ
低所得Ⅰ

GGGGGGGG

GGGGGGG

GGGGGGG

GGGGGGG

GGGGGGGG

GGGGGGGG

GGGGGGG

GGGGGGG

GGGGGGG

GGGGGGG

GGGGGG

平成18年９月30日まで 平成18年10月1日から
出産費
葬祭費

300,000円
70,000円

350,000円
50,000円
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⑪

保健センター予定表　q33-2550

９・３a

９・10a
９・17a
９・18b
９・23g
９・24a
10・１a

q76－0041
q33－8208
q22－3596
q22－3445
q22－2025
q22－6211
q22－3245

◆診察は午前中のみとなります。
千 田 医 院
関 口 外 科 医 院
関 根 外 科 医 院
田 所 医 院
昭 和 産 婦 人 科
高橋外科整形外科
高 山 整 形 外 科

９月

10月

１日f

４日b

５日c

６日d

７日e

８日f

11日b

12日c

13日d

15日f

15日f

19日c

22日f

22日f

25日b

25日b

29日f

29日f

２日b

２日b

６日f

６日f

赤ちゃん相談
精神相談
３歳６か月児健診
（平成15年２月生）
１歳６か月児健診
（平成17年２月生）
３・４か月児健診
（平成18年５月生）
７・８か月児健診
（平成18年１月生）
一般相談
２歳児歯科健診
（平成16年８月生）
離乳食教室
精神相談
ＢＣＧ（平成18年６月生）

住民健康診断

一般相談

住民健康診断
�
一般相談
精神相談

住民健康診断
�
一般相談
精神相談
住民健康診断
�
一般相談

〜

休日の医療機関はこちらへ…

［本庄市保健センター内q24―2003］
（内科・小児科は午前9時～午後4時）

①休日急患診療所

②在宅当番医療機関

お知らせ：『赤ちゃん相談』の受付時間が
　　　　　午前９時30分～10時になりました

GGGGGGGGGGGGGGGGGGG

〜

〜

〜

問
合
せ
…
保
健
セ
ン
タ
ー
〔
q
33
―
２
５
５
０
〕

平
成
18
年
１
月
中
旬
以
降
、
過

去
10
年
間
の
う
ち
で
プ
ー
ル
熱
罹

患
患
者
が
最
も
多
い
状
態
が
続
い

埼玉県では、５月末から腸管出血性大腸菌Ｏ
157等による患者および感染者が増加していま
す。感染すると下痢、血便、腹痛、発熱等の症
状に続き、患者の６～７％に溶血性尿毒症症候
群などの重症の合併症を発祥することがありま
す。Ｏ157は、牛などの動物の腸内に存在しま
す。そして、患者や家畜の糞便で汚染された食
品や水の摂取により人に感染します。予防には、
肉を中心まで十分に加熱して食べる、焼肉のと
きは、焼く箸を別にして、生肉をさわった箸は
口に運ばない、生肉を切ったまな板や包丁、食
器等は熱湯や塩素剤で十分消毒してから、他の
食品を調理するように気をつけましょう。
◆問合せ
本庄保健所［q22－6481］

住
民
健
診
の
受
付
時
間
が
次
の

と
お
り
変
更
と
な
り
ま
す
。

９
月
か
ら
始
ま
る
住
民
健
診
の

申
し
込
み
は
お
済
み
で
す
か
。
受

診
希
望
の
方
で
、
ま
だ
申
し
込
み

を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
お
早
め

に
保
健
セ
ン
タ
ー
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
な
お
、
申
し
込
み
時
期

に
よ
っ
て
は
、『
健
診
の
お
知
ら

せ
』
を
郵
送
で
き
な
い
こ
と
が
あ

り
、
保
健
セ
ン
タ
ー
ま
で
の
来
所

を
お
願
い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

て
い
ま
す
。
患
者
数
は
５
歳
以
下

が
全
体
の
８
割
近
く
を
占
め
て
い

ま
す
。
国
立
感
染
症
研
究
所
で
は
、

『
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
増
加
す
る
と

考
え
ら
れ
る
た
め
、
注
意
が
必
要
』

と
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

●
プ
ー
ル
熱
っ
て
ど
ん
な
病
気
？

プ
ー
ル
熱
（
咽
頭
結
膜
炎
）
は
、

ア
デ
ノ
ウ
イ
ル
ス
が
原
因
で
５
〜

６
日
の
潜
伏
期
間
の
後
、
39
〜

40
℃
く
ら
い
の
高
熱
が
４
〜
５
日

続
き
ま
す
。
の
ど
が
赤
く
腫
れ
て

痛
み
、
白
目
が
赤
く
充
血
し
、
目

や
に
が
多
く
な
る
こ
と
が
特
徴
で

す
。
鼻
が
グ
ズ
グ
ズ
し
た
り
、
せ

き
、
腹
痛
、
頭
痛
、
下
痢
を
起
こ

す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

感
染
力
が
強
く
、
接
触
感
染
が

経
路
で
す
。
プ
ー
ル
で
の
感
染
が

多
い
た
め
、『
プ
ー
ル
熱
』
と
呼

ば
れ
ま
す
。
患
者
が
触
れ
た
タ
オ

ル
・
ド
ア
ノ
ブ
・
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

の
ボ
タ
ン
・
階
段
の
手
す
り
な
ど

を
介
し
て
感
染
す
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。

●
予
防
策
は
？

プ
ー
ル
熱
を
は
じ
め
、
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
は
、
体
調
が
悪
い
と
き

や
疲
れ
が
た
ま
っ
て
い
る
と
き
に

感
染
し
や
す
い
の
で
、
食
事
や
睡

眠
な
ど
を
き
ち
ん
と
と
り
、
手
洗

い
・
う
が
い
を
し
て
、
体
調
を
整

え
て
お
く
こ
と
が
大
事
で
す
。

●
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
は
…

水
分
補
給
が
重
要
で
す
。
汗
や

嘔
吐
や
下
痢
、
赤
ち
ゃ
ん
で
あ
れ

ば
よ
だ
れ
で
多
く
の
水
分
を
失
い

ま
す
。『
ど
の
く
ら
い
飲
め
ば
よ

い
か
』
と
い
う
の
は
体
格
に
よ
っ

て
異
な
り
ま
す
が
、
お
し
っ
こ
の

量
が
減
る
、
皮
膚
の
張
り
が
失
わ

れ
る
な
ど
は
脱
水
症
状
の
サ
イ
ン

で
す
。
ま
た
、
顔
色
が
悪
い
、
ぐ

っ
た
り
し
て
い
る
、
動
き
が
鈍
い

と
い
っ
た
症
状
も
要
注
意
で
す
。

タ
オ
ル
や
洗
濯
物
は
で
き
れ
ば

家
族
の
も
の
と
別
に
し
ま
し
ょ

う
。
ま
た
、
症
状
が
な
く
な
っ
て

か
ら
も
約
１
か
月
に
わ
た
り
、
尿

や
便
の
中
に
ウ
イ
ル
ス
が
排
泄
さ

れ
る
た
め
、
ト
イ
レ
の
後
や
オ
ム

ツ
の
始
末
後
な
ど
は
、
石
鹸
で
し

っ
か
り
手
洗
い
を
す
る
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

◆
受
付
時
間

午
後
１
時
〜
２
時

↓

午
後
０
時
45
分
〜
２
時



⑫

８
月
４
日
f
、
上
里
町
役
場
・
４
階
大
会
議
室
に
お
い
て
、
第
23

回
明
る
い
町
づ
く
り
意
見
発
表
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
町
内
の
５

小
学
校
か
ら
選
ば
れ
た
小
学
５
・
６
年
生
20
名
が
、『
将
来
の
上
里
町

〜
こ
ん
な
上
里
町
に
し
た
い
〜
』
を
テ
ー
マ
に
意
見
発
表
を
行
い
ま

し
た
。

参
加
し
た
児
童
の
み
な
さ
ん
は
、
環
境
や
安
全
な
ど
様
々
な
観
点

か
ら
、
上
里
町
の
将
来
に
つ
い
て
の
意
見
を
堂
々
と
発
表
し
て
い
ま

し
た
。

根
岸

ね
ぎ
し

洸
平

こ
う
へ
い

さ
ん
（
神
小
）

ゴ
ミ
の
ポ
イ
捨
て
や
落
書
き
の

な
い
美
し
い
町
、
そ
し
て
み
ん
な

が
安
心
し
て
住
め
る
町
に
し
た
い

島
田

し
ま
だ

佳
奈

か

な

さ
ん
（
神
小
）

福
祉
施
設
の
充
実
と
、
犯
罪
の

な
い
平
和
な
町
づ
く
り
を
目
指
し

て
い
き
た
い

田
角

た
つ
の

一
稀

か
ず
き

さ
ん
（
神
小
）

緑
が
さ
わ
や
か
で
ゴ
ミ
の
な
い

『
関
東
で
一
番
き
れ
い
な
町
』
を

目
指
し
た
い

柳
田

や
な
ぎ
だ

華
穂

か

ほ

さ
ん
（
神
小
）

安
心
し
て
遊
べ
る
公
園
や
歩
道

催
し
の
充
実
。
そ
し
て
人
々
が
心

を
通
い
合
わ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
あ

い
さ
つ
を
交
わ
し
た
い

清
水

し
み
ず

祐
哉

ゆ
う
や

さ
ん
（
長
小
）

あ
い
さ
つ
で
町
民
同
士
が
仲
良

く
ふ
れ
合
え
る
町
。
そ
し
て
福
祉

施
設
を
充
実
し
て
や
さ
し
い
町
に

し
た
い

三
澤

み
さ
わ

ふ
み
子

ふ

み

こ

さ
ん
（
長
小
）

上
里
町
内
に
あ
ふ
れ
る
自
然
を

保
ち
、
よ
り
美
し
い
町
に
し
て
い

き
た
い

澁
澤

し
ぶ
さ
わ

麻
友

ま

ゆ

さ
ん
（
七
小
）

障
害
の
あ
る
方
や
高
齢
者
、
ま

た
小
さ
な
子
ど
も
た
ち
も
安
心
し

て
安
全
に
暮
ら
せ
る
、
思
い
や
り

の
あ
る
町
に
し
た
い

木
村

き
む
ら

菜
津
美

な

つ

み

さ
ん
（
七
小
）

ゴ
ミ
を
減
ら
し
て
木
や
花
を
た

く
さ
ん
植
え
て
、
緑
豊
か
な
き
れ

い
な
町
づ
く
り
を
し
た
い

神
沼

か
ぬ
ま

ほ
の
か
さ
ん
（
七
小
）

今
あ
る
児
童
館
は
親
も
子
ど
も

も
安
心
し
て
利
用
で
き
て
い
る
の

で
、
も
っ
と
大
き
く
し
た
り
数
を

増
や
し
て
ほ
し
い

中
村

な
か
む
ら

安
里

あ
ん
り

さ
ん
（
七
小
）

緑
を
も
っ
と
増
や
し
て
、
環
境

に
も
人
に
も
や
さ
し
い
町
に
な
る

よ
う
に
し
た
い

大
野

お
お
の

聡
重

さ
と
え

さ
ん
（
東
小
）

道
端
の
ゴ
ミ
や
空
気
の
汚
れ
な

ど
た
く
さ
ん
の
課
題
を
、
私
た
ち

の
心
が
け
で
無
く
し
て
い
き
た
い

中
村

な
か
む
ら

優
美

ゆ

み

さ
ん
（
東
小
）

清
掃
活
動
を
通
じ
て
町
民
同
士

助
け
合
い
、
き
れ
い
な
町
を
守
り

た
い

早
川

は
や
か
わ

眞
由

ま

ゆ

さ
ん
（
東
小
）

自
然
が
多
く
て
ゴ
ミ
の
な
い
、

日
本
一
き
れ
い
で
住
み
や
す
い
町

に
な
っ
て
ほ
し
い

五
十
嵐

い

が

ら

し

有
紀

ゆ

き

さ
ん
（
東
小
）

将
来
の
上
里
町
に
、
動
植
物
と

ふ
れ
合
え
る
森
と
、
買
物
が
し
や

す
い
店
と
、
み
ん
な
が
助
け
合
え

る
住
居
が
ほ
し
い

花
や
緑
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、

ゴ
ミ
や
落
書
き
の
な
い
き
れ
い
な

町
、
そ
し
て
事
故
や
犯
罪
の
な
い
、

明
る
く
だ
れ
に
で
も
住
み
や
す
い

町
。
20
名
の
児
童
の
み
な
さ
ん
は
、

そ
ん
な
上
里
町
の
将
来
像
を
、
力

強
く
発
表
し
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
み
な
さ
ん
の
ご
意
見
を
参
考

に
し
、
こ
の
上
里
町
を
よ
り
良
く

し
て
い
く
た
め
に
私
た
ち
も
全
力

で
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

橋
を
増
や
し
、
川
も
汚
さ
な
い
よ

う
に
し
て
安
全
で
き
れ
い
な
町
に

し
た
い

尾
木

お

ぎ

健
人

や
す
と

さ
ん
（
賀
小
）

多
く
の
方
が
利
用
し
や
す
い
施

設
を
充
実
さ
せ
て
ほ
し
い
。
あ
い

さ
つ
を
通
じ
て
明
る
い
町
に
し
て

い
き
た
い

古
矢
野

こ

や

の

玲
奈

れ

な

さ
ん
（
賀
小
）

交
通
事
故
や
犯
罪
の
な
い
、
安

全
な
町
に
な
る
た
め
の
提
案
。
ま

た
自
分
た
ち
が
気
を
つ
け
る
こ
と

林は
や
し

め
ぐ
美

め

ぐ

み

さ
ん
（
賀
小
）

障
害
の
あ
る
方
や
高
齢
者
に
対

す
る
福
祉
の
充
実
。
ま
た
そ
う
い

う
方
々
と
私
た
ち
が
交
流
す
る
機

会
を
作
っ
て
ほ
し
い

星
野

ほ
し
の

良
介

り
ょ
う
す
け

さ
ん
（
賀
小
）

ゴ
ミ
拾
い
で
、
町
も
人
の
心
も

美
し
い
町
に
し
た
い
。
み
ん
な
の

小
さ
な
勇
気
が
い
い
町
を
作
る
と

思
う

笠
原

か
さ
は
ら

丈
司

た
け
し

さ
ん
（
長
小
）

子
ど
も
か
ら
お
年
よ
り
ま
で
、

だ
れ
も
が
安
心
し
て
楽
し
く
暮

ら
せ
る
町
に
し
た
い

塚
越

つ
か
ご
し

菜
々
子

な

な

こ

さ
ん
（
長
小
）

町
中
の
人
が
楽
し
め
る
施
設
や
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寫
経
す
る
無
我
の
一
刻
風
涼
し
　
　
　
　
　
　
　
並
木
喜
代
子

ダ
ム
静
か
死
語
と
な
り
た
る
水
喧
嘩
　
　
　
　
　
関
野
　
玲
子

梅
漬
や
八
十
路
過
ぎ
て
も
塩
加
減
　
　
　
　
　
　
清
水
　
隆
枝
　

秩
父
路
に
ね
む
の
花
咲
く
峠
か
な
　
　
　
　
　
　
須
賀
サ
カ
江

片
言
の
孫
あ
ず
か
り
て
風
鈴
作
り
　
　
　
　
　
　
松
島
　
良
子

青
田
道
傘
一
列
に
登
校
児
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
上
チ
カ
子

夏
蝶
の
迎
へ
て
く
れ
し
佐
久
平
　
　
　
　
　
　
　
塚
越
　
節
子

上
信
の
高
原
め
ぐ
る
サ
ン
グ
ラ
ス
　
　
　
　
　
　
佐
藤
マ
サ
ル

雲
の
峰
か
か
る
峠
路
百
観
音
　
　
　
　
　
　
　
　
小
野
　
英
彦

廃
屋
の
垣
に
さ
み
し
き
額
の
花
　
　
　
　
　
　
　
青
木
　
靖
政

カ
チ
カ
チ
と
だ
ん
べ
い
踊
り
に
汗
が
飛
ぶ
　
　
　
清
水
ヒ
サ
イ

鳴
き
交
わ
し
燕
の
一
家
旅
立
ち
ぬ
　
　
　
　
　
　
神
田
　
睦
美

鶯
の
　
都
合
の
つ
か
ぬ
　
音
楽
寺

森
村
　
桜
堂

（○印は休館日）

図書館カレンダー 9月

日 月 火 水 木 金 土

５
12
!9

26

６
13
20
27

７
14
21
28

１
８
15
22
29

２
９
16
@3

#0

３
10
17
24
10/1

t

!1

!8

@5

◆事前学習

日　時…10月13日f

午後１時30分～３時30分
会　場…町立図書館･２階視聴覚室
◆現地研修

日　時…10月19日e

午前８時30分出発
集　合…町立図書館
行き先…千葉県松戸市

講　師…田辺明義氏
定　員…35名（両日参加できる方）
参加費…4,000円

（バス代・保険料含む）
申　込…９月17日a～29日f

問合せ…町立図書館［q34－0455］

◆子どもシアター

日　時…９月９日g・午後２時～　　　
作品名…アニメ

『おばけうんどうかい』
◆くまさんのポケット

日　時…９月13日d・27日d

午前11時～　　　
◆お話し会（カッコーの会）

日　時…９月16日g・午後２時～

q34－0455 137
蔵書検索ホームページ
http://www.lib.kamisato.saitama.jp

町立図書館からのお知らせ

『
鶯
の
都
合
の
つ
か
ぬ
』
と
は
よ
く
言
い
ま
し
た
。
秩
父
の
音

楽
寺
、
プ
ロ
の
歌
手
の
祈
願
絵
馬
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
裏

山
か
ら
き
れ
い
な
鶯
の
鳴
き
声
が
聞
き
た
い
な
、
こ
ん
な
思
い
で

一
句
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。
生
僧
待
て
ど
暮
ら
せ
ど
鶯
の
声
は
聞

か
れ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。『
鶯
の
』
の
と
こ
ろ
を
『
夏
鶯
』

と
し
た
ら
、
ま
た
一
寸
変
わ
っ
て
、
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受講者募集
～わがまちの『地元学』、ことはじめ～

本庄国際リサーチパーク推進協議会では、昨年に引き続き『まち
づくり大学』を開校します。今年は、現地見学や意見交換のほか、
地域のまちづくり活動へ実際に参加するなどさらに実践的な講座内
容ですので、みなさん参加してみませんか。

期　間・内　容

日　程 内　容 詳　　細

９月30日G

10月21日G

11月上旬

11月26日A

12月９日G

10月～１月

２月３日G

２月24日G

開校式第１回講義
『地元学・総論』

バスで行く
現地見学①
公開講座『まちなか
シンポジウム』
バスで行く
現地見学②
まちづくり活動へ
体験入学！
まちづくり提案を
考えよう
オープン発表会＋
交流フォーラム

薩田英男氏を講師に、『地元学（地元を見つめ直
しまちづくりを考える）』の総論を学びます
増田一裕氏を講師に、『歴史・街並・食・教育』
などの『地元の資源』について一緒に考えます
深谷市のＮＰＯ活動とまちづくりについて、現地
を訪れ見学し、郷土料理も堪能します
パネルディスカッションを開催し、まちづくりに
ついて参加者との意見交換を行います
『暮らしと教育』をテーマに上里町での取り組みに
ついて現地を訪れ見学し、郷土料理も堪能します
地域のまちづくり活動へ実際に参加することで、
住民主体のまちづくり現場を体感します
『まちづくり』の自由な提案（発表内容）を各グ
ループでまとめます
『まちづくり』発表大会。発表後、参加者と交流
会を行います

第２回講義
『課題研究』

※授業は、午後１時30分から２時間程度を予定。講師及び現地見学
の都合により、日程・時間は変更となる場合があります。
会　場 早稲田大学本庄キャンパスほか
対　象 18歳以上の児玉郡市内在住・在勤者
定　員 40人（先着順）
費　用 1,000円（資料・飲食費等）
申　込 ９月11日bから電話または直接問合せへ
問合せ 本庄市役所拠点整備推進局［q25－1138（直通）］


